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１ 最低賃金の引上げについて
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最低賃金制度の概要と決定方法

• 最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないこととする制度。

• 地域別最低賃金は、各都道府県ごとに決定。令和７年度全国加重平均は1,121円。

（最高額:1,226円[東京都]、最低額:1,023円[高知県、宮崎県、沖縄県］） 

最低賃金制度の概要

地域別最低賃金の決定の流れ

• 地域別最低賃金は、地域における①労働者の生計費、②賃金、③企業の賃金支払能力を考慮して定める（最賃法第９条第２項）

（※）労働者の生計費を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする（最賃法第９条第３項）

• 中央最低賃金審議会では、各種の経済指標（※）等を元に議論。その際、上記の３要素やその時々の事情（政府方針等）を考慮。

（※）消費者物価指数、標準生計費、春闘結果、夏期賞与・一時金妥結状況、最低賃金に関する実態調査結果、賃金・労働時間指数の推移、名目ＧＤＰ、県民所得、

日銀短観による業況判断、中小企業景況調査による業況判断、法人企業統計の労働生産性、完全失業者数・完全失業率、有効求人倍率、未満率・影響率等

地域別最低賃金の決定基準

６月下旬頃（7月の場合も） 厚生労働大臣から中央最低賃金審議会に諮問。

６月下旬頃～７月下旬頃 中央最低賃金審議会にて調査審議（４回程度） ⇒ 改定額の「目安」（※）を答申。
（※）全都道府県を経済指標に基づきＡ・Ｂ・Ｃの３つのランクに分けた、各ランクの改定額の「目安」。

７月下旬頃～８月頃 目安額を参考にしつつ、都道府県労働局の地方最低賃金審議会にて調査審議 ⇒順次、改定額を答申。

10月以降 順次、改定後の地域別最低賃金の効力発生。

（※１）「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とした。

改定年度 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07

改定額（円） 823 848 874 901 902 930 961 1,004 1,055 1,121

目安額（円） 24 25 26 27
示さず

（※１）
28 31 41 50 63

対前年度引上げ額 （円） 25 25 26 27 １ 28 31 43 51 66

対前年度引上げ率 3.1% 3.0% 3.1% 3.1% 0.1% 3.1% 3.3％ 4.5％ 5.1％ 6.3％

地域別最低賃金額の推移（全国加重平均）
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令和７年度 地域別最低賃金額一覧

（※）各ランクの引上げ率は、Aランク5.6％（目安時：5.6％）、Bランク6.6％（目安時：6.3％）、Cランク8.0％（目安時：6.7％）

ランク
目安

都道府県名
最低賃金時間額

【円】
額

【円】
目安差額 発行日

ランク
目安

都道府県名
最低賃金時間額

【円】
額

【円】
目安差額 発効日

Ａ

5.6％
63円

埼 玉 1,141 63 ±0 令和７年11月１日

B

6.3％
63円

和 歌 山 1,045 65 +2 令和７年11月１日

千 葉 1,140 64 ＋1 令和７年10月３日 島 根 1,033 71 +8 令和７年11月17日

東 京 1,226 63 ±0 令和７年10月３日 岡 山 1,047 65 +2 令和７年12月１日

神 奈 川 1,225 63 ±0 令和７年10月4日 広 島 1,085 65 +2 令和７年11月１日

愛 知 1,140 63 ±0 令和７年10月18日 山 口 1,043 64 +1 令和７年10月16日

大 阪 1,177 63 ±0 令和７年10月16日 徳 島 1,046 66 ＋3 令和８年１月１日

Ｂ

6.3％
63円

北 海 道 1,075 65 ＋2 令和７年10月４日 香 川 1,036 66 +3 令和７年10月18日

宮 城 1,038 65 +2 令和７年10月４日 愛 媛 1,033 77 ＋14 令和７年12月１日

福 島 1,033 78 +15 令和８年１月１日 福 岡 1,057 65 +2 令和７年11月16日

茨 城 1,074 69 +6 令和７年10月12日

C

6.7％
64円

青 森 1,029 76 +12 令和７年11月21日

栃 木 1,068 64 +1 令和７年10月１日 岩 手 1,031 79 +15 令和７年12月１日

群 馬 1,063 78 +15 令和８年3月１日 秋 田 1,031 80 +16 令和８年３月31日

新 潟 1,050 65 +2 令和７年10月２日 山 形 1,032 77 ＋13 令和７年12月23日

富 山 1,062 64 +1 令和７年10月12日 鳥 取 1,030 73 +9 令和７年10月４日

石 川 1,054 70 +7 令和７年10月８日 高 知 1,023 71 +7 令和７年12月１日

福 井 1,053 69 +6 令和７年10月８日 佐 賀 1,030 74 +10 令和７年11月21日

山 梨 1,052 64 +1 令和７年12月１日 長 崎 1,031 78 ＋14 令和７年12月１日

長 野 1,061 63 ±0 令和７年10月３日 熊 本 1,034 82 +18 令和８年１月１日

岐 阜 1,065 64 +1 令和７年10月18日 大 分 1,035 81 +17 令和８年１月１日

静 岡 1,097 63 ±0 令和７年11月１日 宮 崎 1,023 71 +7 令和７年11月16日

三 重 1,087 64 +1 令和７年11月21日 鹿 児 島 1,026 73 +9 令和７年11月１日

滋 賀 1,080 63 ±0 令和７年10月５日 沖 縄 1,023 71 +7 令和７年12月１日

京 都 1,122 64 +1 令和７年11月21日
全国

加重平均
額

1,121 66兵 庫 1,116 64 +1 令和７年10月４日

奈 良 1,051 65 +2 令和７年11月16日
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【参考】令和8年度当初予算案における「賃上げ」支援助成金パッケージ

キャリアアップ助成金（正社員化コース・賃金規定等改定コース）
【554億円 】

 ①非正規雇用労働者を正社員転換し、従前よりも賃金を３％以上増加させた場
合（正社員化コース）、②非正規雇用労働者の基本給を定める賃金規定を３％
以上増額改定し、その規定を適用した場合（賃金規定等改定コース）に助成
 ➣正社員化コースにつき、非正規雇用労働者に係る情報開示を新たに行った場合

の加算措置の創設

人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）

【18億円 】
雇用管理改善につながる制度等（賃金規定・人事評価制度や職場内の雇

用環境の整備等）を導入し、離職率低下を実現した事業主に対して助成

➢ 対象労働者の賃金を５％以上増加させた場合の加算に加え、 ①雇用環境を

整備し対象労働者の賃金を７％以上増加させた場合の加算、②雇用管理に

困難を抱える事業所が対象労働者の賃金を３％以上増加させた場合の加算

を新設

業務改善助成金 【21億円】
※令和７年度補正予算額352億円

最低賃金の引上げに対応するため、事業場内最低賃金を一定額以上引き上
げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資などに
かかった費用の一部を助成
➢ 助成率の区分を見直し、賃金引上げ額を３コース制に再編、募集時期

の重点化、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事
業場から事業場内最低賃金が令和８年度地域別最低賃金未満の事業場
に対象を拡充

人材開発支援助成金（人材育成支援コース・人への投資促進コース
・事業展開等リスキリング支援コース） 【533億円 】

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等
を実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等助成
➢ 事業展開等リスキリング支援コースにつき、訓練修了後、労働者が訓練

によって得た知識及び技能を活用し生産性向上を図ることのできる機
器・設備等を購入した場合に助成（中小企業のみ対象）

生産性向上（設備・人への投資等）への支援 非正規雇用労働者の処遇改善
拡充

生産性向上（設備・人への投資等）や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、
労働市場全体の「賃上げ」を支援。 （※下線部＝Ｒ８当初予算案における拡充部分）

拡充

より高い処遇への労働移動等への支援

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）【10億円 】

賃金上昇を伴う中途採用者の雇用拡大を図る事業主に助成
➢ 中途採用を拡大し、雇入れた中途採用者の賃金を、雇入れ前の賃金と比較し
て５％以上上昇させた場合に助成するほか、生産性の向上や会社全体の賃金
の底上げに取り組む場合に加算措置を実施

拡充

働き方改革推進支援助成金 【101億円 】

労働時間削減等に向けた環境整備のために外部専門家のコンサルティ
ング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、改善の成
果を上げた場合に助成
➣ 小規模の企業における賃上げ支援を強化するため、対象労働者の現行の

 賃金額を５％又は７％増加させた場合の加算額を拡充

拡充

拡充

拡充

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）【9.5億円 】

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた者を早期に雇い入れたうえで、
賃金を雇入れ前と比較して５％以上上昇させた事業主に助成

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）【１億円 】

在籍型出向を活用して労働者のスキルアップを行うとともに、出向復帰後の
賃金を出向前と比較して５％以上上昇させた場合に、出向元事業主及び出向先
事業主に対し助成
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佐賀県 佐賀型賃金upプロジェクト 中小企業生産性向上支援補助金

事業目的：
原材料やエネルギー価格の高騰、人材不足など厳しい経営環境の中で、県

内中小企業の生産性向上を図るために実施される補助制度。デジタル技術を
活用した業務改善や、生産効率の向上、新商品の開発、販路拡大など幅広い
取り組みを支援することで、企業の収益力向上に寄与。

事業概要：
①～③の全ての項目を満たす事業者に対して、設備投資等に要する費用の

３分の２を補助（上限あり）。
①令和5年10月15日から令和7年11月30日までに、事業場内最低賃金を5%

以上引き上げ、引上げに伴う賃金を支給していること。
②令和6年10月17日までに事業場内最低賃金を956円以上にしていること。
③いずれの時点においても佐賀県の地域別最低賃金を下回っていないこと。

事業予算額：
約250,000千円
※令和７年９月補正予算で実施。

執行スキーム：

最低賃金引上げへの対応

佐賀県 補助対象事業者

群馬県 ぐんま賃上げ促進支援金

事業目的：
物価上昇を上回る賃上げを実現することに加え、県内中小企業の稼ぐ力の

強化や生産性向上を支援し、継続的な全国トップクラスの賃上げを目指す。

事業概要：
従業員の賃金を一定額以上引き上げた場合、一人当たり３万円又は5万円の

支援金を支給する。支給対象は、パートナーシップ構築宣言を要件化。

事業実施期間：
令和7年4月～令和8年3月

事業予算額：
2,700,000千円

執行スキーム：

一定額以上の賃上げに向けた取組支援

群馬県 補助金事務局 採択企
業

関連する主な国の支援策等：
・パートナーシップ構築宣言
・商工会・商工会議所 巡回指導・窓口相談支援

（事業環境変化対応型支援事業 ）
・よろず支援拠点 専門家による相談対応・伴走支援

（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業）

重点支援地方交付金を活用した賃上げ支援事例
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都道府県別の最低賃金額が改定された場合にも、
公共事業に従事する労働者の適正な賃金が確保されるよう、ご配慮をお願いいたします。

◆ 最低賃金制度は、使用者が最低賃金法に基づき賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

◆ 都道府県や市町村の皆さまが、最低賃金又はその近傍の人件費単価の被用者が用いられる可能性のある役務を発注するにあたっては、受注者が労働

者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう、以下の配慮をお願いします。

①  契約前において、

・年度途中の最低賃金額の改定を踏まえた予算を確保し、各都道府県の最低賃金の改定額（契約期間中の改定見込額を含む。）等を勘案した予定価

格を作成すること、

・入札金額における人件費について、契約期間中に最低賃金額の改定が見込まれる場合には、その改定見込額についても考慮した上で入札すること

を入札希望者にあらかじめ周知すること、

・人件費単価が改定後の最低賃金額を下回った際は適切な価格での単価の見直しを行う旨の条項を予め契約に入れるなどの対応を行うこと

②  契約後において、最低賃金額の大幅な改定があった場合には、契約金額の変更の要否を確認し、最低賃金引上げ分の円滑な価格転嫁を図るため契

約金額を変更すること

都道府県・市町村の皆さまへ

（参考） 令和７年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針について 令和７年４月22日閣議決定（抄）
４ ダンピング防止対策、消費税の円滑かつ適正な転嫁等の推進
 ⑵適切な予定価格の作成
①国等は、役務及び工事等の発注に当たっては、需給の状況、原材料費及び人件費（社会保険料（事業主負担分及び労働者負担分）相当額を適切に含み、かつ、最低賃金又はその近傍の人件費単価の被用者

が用いられる可能性のある役務の発注については、各都道府県における最低賃金の改定額（契約期間中に最低賃金額の改定が見込まれる場合には、その改定見込額を含む。）についても反映した額）等の最
新の実勢価格等を踏まえた積算に基づき、消費税及び地方消費税の負担等を勘案し、適切に予定価格を作成するものとする。（以下略）

 ⑷最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し
①  国等は、契約前において、清掃、警備、洗濯、庁舎管理、電話交換その他最低賃金又はその近傍の人件費単価の被用者が用いられる可能性のある役務契約について、年度途中の最低賃金額の改定を踏まえ
た予算を確保し、上記（２）に掲げる適切な予定価格を作成するとともに、入札金額における人件費について、契約期間中に最低賃金額の改定が見込まれる場合には、その改定見込額についても考慮した上
で入札することを入札希望者にあらかじめ周知するものとする。また、人件費単価が改定後の最低賃金額を下回った際は適切な価格での単価の見直しを行う旨の条項をあらかじめ契約に入れることなどによ
り、年度途中で最低賃金額の改定があったとしても、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう配慮するものとする。 

②  国等は、契約後において、清掃、警備、洗濯、庁舎管理、電話交換その他最低賃金又はその近傍の人件費単価の被用者が用いられる可能性のある役務契約について、最低賃金額の大幅な改定があった場合
には、契約金額を変更する必要があるか否かについて受注者に対し確認し、最低賃金引上げ分の円滑な価格転嫁を図るため契約金額を変更するなど、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う
義務を履行できるよう配慮するものとする。

（参考） 「強い経済」を実現する総合経済対策 令和７年11月21日閣議決定（抄）
第2章 第1節 １．（３）物価上昇を踏まえた官公需の価格転嫁の徹底
国又は地方公共団体から民間への請負契約等の官公需においても、物価上昇等を踏まえた単価の見直しを行う。国又は地方公共団体は、単価、発注における予定価格等が、最低賃金の上昇やエネルギー代金

の値上がりに対応できるよう、必要となる予算を確保するとともに、「重点支援地方交付金」を活用し、地方公共団体の公共調達における労務費を含めた価格転嫁の円滑化にも対応する。また、公共事業等
については、労務費確保の必要性や近年の資材価格の高騰の影響等を考慮しながら適切な価格転嫁を図りつつ、必要な事業量を確保し、社会資本整備を着実に進める。

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に基づき閣議決定されている「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の中で実施が明記されている「物価上昇に伴うスライド対応」、「期中改
定」等の徹底を進める。また、地域経済に与える影響が大きな官公需における価格転嫁を一層推進し、国と地方を含めた官で率先垂範していくため、各組織における価格交渉・転嫁等への対応状況について、
中小企業の目線に立った新たな評価の在り方を 2025 年度中に検討する。

（中略）
また、地方公共団体において、工事契約以外の請負契約について、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の導入が進んでいない実態が 2025 年９月に公表された総務省の調査でも明らかとなった。事

業所管省庁において主要な業種の価格基準を 2025年度中に策定するほか、先行事例の横展開などを通じて、工事関係での速やかな導入の徹底に加え、工事契約以外の請負契約にも拡大を図る。
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２ 働き方改革に関する対応について
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時間外労働の上限規制の概要（一般業種）

• 時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間（限度時間）。

• 臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80

時間以内（休日労働含む）。

※ 働き方改革関連法による改正前は、大臣告示により限度時間等を定めていたが、臨時的な特別の事情がある場合の上

限は定められていなかった。

※ 大企業では平成31年４月から、中小企業では令和２年４月から適用されている。

建設の事業、自動車運転の業務、医師については、令和６年４月から、特例つきの上限規制が適用されている。

時間外労働の上限規制のイメージ

限度時間
１か月４５時間
１年３６０時間

など

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限
（原則）

１か月４５時間
１年３６０時間

法律による上限
（原則）

法律による上限（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間以内（休日労働含む）
・月100時間未満（休日労働含む）

１年間＝１２か月

年間６か月まで
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時間外労働の上限規制の概要（建設の事業、自動車運転の業務、医師）

令和６年４月１日以降の特例

建設の事業
一般業種と同じ。

ただし、災害時における復旧及び復興の事業については、時間外・休日労働を

単月100時間未満、複数月平均80時間以内とする規定は適用されない。

自動車運転の業務 時間外労働：年960時間以下

※拘束時間やインターバルについて、改善基準告示で別途定めている。

医師

時間外・休日労働：月100時間未満（※）、

年960時間以下（一般）

or 年1860時間以下（救急医療、臨床・専門研修など）

※月100時間以上となることが見込まれる場合、面接指導の実施が必要。
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自動車運転者の「改善基準告示」の主な改正内容
（令和４年1 2月2 3日改正、令和６年４月１日適用）

1日の休息期間 １日の拘束時間 年・月の拘束時間 その他

トラック

【改正前】
継続８時間以上

【改正後】

継続 11 時間以上とするよう

努めることを基本、９時間を下限

※宿泊を伴う長距離運送の場合、
８時間下限が週２回まで可。
その場合、運行終了後
12時間以上を確保。

【改正前】
原則13時間以下、最大16時間
15時間超は週２回以内

【改正後】

原則13時間以下、最大 15 時間

14時間超は週２回までが目安

※宿泊を伴う長距離運送の場合、
  16時間が週２回まで可。

【改正前】
（原則）月 293 時間以内
（例外）月 320 時間以内

【改正後】

（原則）年 3,300 時間以内

かつ 月 284 時間以内

（例外）年 3,400 時間以内

かつ 月 310 時間以内

※１月の時間外・休日労働が 100時間
未満となるよう努める

・予期し得ない
事象に遭遇し
た場合の特例
（新設）

（その他個別の
規定あり）

タクシー

【改正前】
継続８時間以上

【改正後】

継続 11 時間以上とするよう

努めることを基本、９時間を下限

【改正前】
原則13時間以下、最大16時間

【改正後】

原則13時間以下、最大 15 時間

   14時間超は週３回までが目安

【改正前】
 月 299 時間以内（日勤）

【改正後】

 月 288 時間以内（日勤）

・予期し得ない
事象に遭遇し
た場合の特例
（新設）

バス

【改正前】
継続８時間以上

【改正後】

継続 11 時間以上とするよう

努めることを基本、９時間を下限

【改正前】
原則13時間以下、最大16時間
15時間超は週２回以内

【改正後】

原則13時間以下 最大 15 時間

14時間超は週３回までが目安

【改正前】
（原則）週65時間以内(４週平均)
（例外）週71.5時間以内（同上）
※月換算で 原則281（例外309）時間

【改正後】

（原則）年 3,300 時間以内

かつ 月 281 時間以内

（例外 ※貸切バス等乗務者の場合）

年 3,400 時間以内

かつ 月 294 時間以内など

※４週平均の基準も選択可

・予期し得ない
事象に遭遇し
た場合の特例
（新設）

・軽微な移動が
生じた場合の
特例（新設）
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国民向け周知広報について （令和５年６月 2 8日～）

• 働き方改革関連法に基づき、時間外労働の上限規制の適用が猶予されている自動車運転者、建設の事業等についても、令和６

年４月１日から上限規制が適用された。

• 上限規制の円滑な適用に向けては、国民の理解や社会的な機運の醸成も不可欠であるため、自動車運転の業務、建設の事業に

関して、令和５年６月以降、国民向けの広報を実施。

• 令和７年度は、特に取引関係者に対して、取引慣行の改善に向けた対応を促す周知広報を順次実施。

取引企業・国民向け広報内容

（ＰＲイベントの開催、動画、ポスターの作成など）

⚫自動車運転者・建設の事業で働く方について、荷主や発注者等の都合

で長時間労働になるケースがあること。

⚫自動車運転者・建設の事業での働き方を変えていくために、荷主、発

注者、そして国民にもできることのご協力をいただきたいこと。

（例：適切な工期設定、荷待ち・荷役時間の短縮など）

【イメージキャラクター】玉木宏さん（俳優）

PRイベント（令和７年８月４日開催）

主な広報実施事項

・全国主要駅にポスターを掲載

・電車内ビジョンで広告を放映

・取引関係者による取組事例集の作成

※事例集の公表は令和８年３月を予定
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２  事業の概要・スキーム・実施主体等

１  事業の目的

自動車運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策事業

令和８年度当初予算案 １.７億円（１.９億円）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収

○

労働基準局労働条件政策課（内線5525）

・ 自動車運転者は、①他業種の労働者と比較して長時間労働の実態にある ②業務における過重な負荷による脳・心臓疾患の労災支給決
定件数が最も多い職種となっている。 ⇒ 労働条件及び安全衛生の確保・改善が喫緊の課題。

・ 長時間労働の背景には、トラック運送業における荷主都合による手待ち時間の発生など、取引上の慣行から労働時間の短縮が進まない
等の問題あり。 ⇒ 荷主等の取引先との取引条件改善などの環境整備を強力に推進する必要がある。

・ 自動車運転の業務や建設の事業には令和6年度から上限規制の適用が開始されており、令和７年度以降も取引環境の改善等のための関
係法令が順次施行される。
⇒ 引き続き上限規制や改善基準告示について周知を行うとともに、荷主や発注者に対して、取引環境の改善を通じた長時間労働の削減

に取り組むようこれまで以上に促していくことが必要。

（１）荷主等に対する自動車運転者等の長時間労働削減のための情報発信

○ 取引環境改善に向けた企業・国民向け周知広報特設サイトの継続運用

○ 自動車ポータルサイトの継続運用

○ 建設労働者の労働環境改善に向けた特設サイトの継続運用

（２）荷主等による自動車運転者等の長時間労働削減に資する取組の促進

○ 時間外労働の上限規制・改善基準告示の周知広報

○ 荷主等による取組事例の周知広報

●実施主体：委託事業（民間団体等）
●事業実績（令和６年度）：

・取引環境の改善に向けた企業・国民向け特設サイトアクセス件数 57万6,469件
・自動車ポータルサイトアクセス件数 36万5,272件

実施主体等

（２）について

取引環境改善
に向けた広報

・広報設計
・各種情報発信
・取組事例の広報
・広報効果の測定 など

取組事例
の提供

荷待ち・荷役時間
の削減に向けた
取組 など

委託先

荷主等

取引環境改善等

への理解・認識

事業者

長時間労働改善

労働環境改善

取組事例の広報
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適正な工期設定等にご協力を

• 建設労働者の長時間労働の改善、賃上げに向けて、適正な工期・請負代金の設定についてより一層の協力を得るため、厚生労働省

労働基準局長と国土交通省不動産・建設経済局長が連名で工事発注者及び受注者に文書による要請を実施。（令和８年１月）

• 建設業にも令和６年４月から時間外労働の上限規制の適用が開始されたが、労働時間は全産業と比較してなお高い水準。

• 持続可能な建設業の実現と必要な担い手の確保のためには、働き方改革の推進や処遇の改善が必要不可欠。

• 建設業の長時間労働の改善に向けて建設業者による生産性向上などの自助努力とあわせて、

発注者の理解と協力を得ながら適正な工期設定への取組を進めて行くことが不可欠。

•  将来の担い手の確保のためには建設労働者の処遇改善に向けた更なる賃上げの実現のため、

 労務費の適正な確保と受発注者間で価格転嫁を進めて行くことが必要。

概要

• 「工期に関する基準」（令和６年３月27日改定）を踏まえ、受注者からの見積りに基づきながら、

週休２日の確保および時間外労働の上限規制を遵守できる工期を設定すること。

• 工期設定の際は、猛暑日や寒冷・多雪地域における冬季休止期間などの自然的要因における不稼働によって、

特定の期間に作業が集中する可能性があること等へ配慮すること。

• 工事の前工程で工程遅延が発生し、適正な工期を確保できなくなった場合は必要な協議や契約変更を実施すること。

• 「労務費に関する基準」（令和７年12月２日作成・勧告）や入契適正化指針を踏まえ、

市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を反映させた予定価格を設定すること。

• 適正な水準の労務費の確保のため、労務費等の内訳が記載された入札金額内訳書の確認の実施や

資材費等の変動があった場合の請負代金の変更に係る契約条項の設定等に対応すること。  等

主な要請事項

併せて、自治体における補助金等の事業において、建築物の新築や改修に対する補助制度がある場合には、

これらを踏まえ、適切な工期設定が行われるよう補助金の交付時期等にも配慮いただくようお願いいたします。

※要請書の全文はこちらに掲載しています。
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２  事業の概要・スキーム・実施主体

１  事業の目的

令和８年度当初予算案 ９.1億円（9.1億円）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収

○

労働基準局労働条件政策課
（内線５５４５）

国民が将来にわたって質の高い医療を受けられるようにするためには、長時間労働など厳しい状況におかれている医療従事者の勤務環
境を改善し、医療従事者の健康確保や人材の確保・定着につなげていくことが喫緊の課題。このため、適切な労務管理への支援など、勤
務環境改善に向けた医療機関の主体的な取組への支援の充実を図り、医療従事者全体の勤務環境改善に資することを目的とする。

都道府県の医療勤務環境改善支援センターに、社会保険労務士等労務管理の専門家（医療労務管理アドバイザー）を配置し、相談対応、個別訪問
支援等を通じて医療従事者の勤務環境改善に向けた医療機関の自主的な取組や、医師の働き方改革に取り組む医療機関の支援を行う。

実施主体：民間委託事業者

勤改センターの支援力向上【医療労務管理支援強化事業】 ０．６（０．７）億円

実施主体：民間委託事業者

都道府県医療勤務環境改善支援センターによる労務管理支援【医療労務管理支援事業】 ７．９（７．９）億円

勤改センターの支援力向上を図るため、医療機関への支援に関して豊富なノウハウを有するアドバイザー（スーパーバイザー）を地域ごと（ブ
ロック単位）に配置し、各都道府県の医療労務管理アドバイザー等に対して、支援に役立つ実践的な助言等を行う。また、医療労務管理アドバ
イザー等への研修を実施するとともに、支援の現場で発生している新たな課題を踏まえた研修内容の充実、支援ツールの充実等を図る。

（実施事項）
・ スーパーバイザー（SV）による助言などによる支援：SVが勤改センターへ個別訪問、医療機関へ同行支援を通して助言等の支援を行う。
・ アドバイザー向け研修の実施：医療労務管理アドバイザーに対して医療機関の支援方法に関する研修を実施。

医療従事者の確保・定着に向けた勤務環境改善のための取組

医療機関に対する情報発信【医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進等事業】０．３（０．３）億円

実施主体：委託事業（民間団体等）

医療機関が勤務環境改善に取り組むために活用できる情報を集約したポータルサイトとして、基本的な制度に関する情報、医療機関の取組事例、取組を行う際に
活用できる支援ツール等の有用な情報を発信。また、勤改センターのアドバイザー等関係者向けの情報も発信。

（実施事項）ポータルサイト（いきサポ）の運営 等
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医療従事者の勤務環境改善に関する助言・支援（例） 医師の働き方改革に関する助言・支援（例）

医療従事者の勤務環境改善や働き方改革
の取組等、経営・労務に関する質問・相談

都道府県 医療勤務環境改善支援センター
（医療法第30条の21に基づき都道府県が設置）

窓口・電話相談、個別訪問による伴走的
な支援（助言等）

医療機関

勤務環境改善に取り組む病院、
診療所等の医療機関

※医療労務管理AD・医業経営ADによる一体的な

支援を実施。積極的な利用勧奨等、地域の事

情に応じたプッシュ型の支援も実施。

医業経営アドバイザー
診療報酬制度、関連補助制度の活用、組織マネジメント等の経営管
理面の課題解決を医業経営コンサルタント等の専門家が支援する。

医療労務管理アドバイザー
（医療労務管理支援事業）

宿日直許可や時間外労働に係るシフト作成等、労務管理全般の課
題解決を社会保険労務士等の専門家が支援する。

連携

都道府県労働局の委託事業（労働基準局）

都道府県の基金事業（医政局）

勤改センター
運営協議会

都道府県が主催。関係機関(※)が参画し、連携して医療機関の支援方針を決定。

※ 都道府県労働局、労務管理支援事業受託者、大学病院、都道府県医師会、看護協会、
病院団体、社会保険労務士会、 医業経営コンサルタント協会 等

■ 医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）は、医師・看護師等の医療従事者の勤務環境改善を促進するための拠点として、各都道府県が設置※

※ 医療法（平成26年10月施行）に基づき、平成29年３月までに全都道府県に設置。都道府県の直接運営や県医師会や病院協会等の民間団体への委託により運営。

■ 勤改センターには、医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士等）や、医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント等）が配置され、医療機関の
勤務環境改善をワンストップでサポート。窓口相談や個別訪問等、伴走型支援の実施により働き方改革の取組を支援

都道府県医療勤務環境改善支援センターについて

○勤務環境の改善に向けた取組方法やプロセス（勤務環境改善ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）

に関する助言・支援

・ 医療従事者に対するアンケート調査（満足度調査等）の実施

・ 多職種による意見交換会の実施、取組に関する計画作成支援 等

○具体的な取組への助言・支援（関係機関との連携）

・ ハラスメント対策、育児や介護との両立支援対策、メンタルヘルス対策、
医療従事者のキャリア形成等に関する助言、研修、好事例紹介等

○基本的な労務管理（労働時間管理、36協定等）に関する助言

○時間外・休日労働時間の特例を受ける医療機関の指定申請に向けた取組支援

・ 労働時間短縮計画の作成支援、医療機関勤務環境評価センターの評価受審支援等

○長時間労働医師に対する面接指導、勤務間インターバルの実施に関する取組支援

○医師に関する適切な労務管理に関する助言

・ 副業・兼業、研鑽、宿日直許可取得後の適切な労務管理等

○医師の労働時間短縮に向けた具体的な取組への助言・支援

・ 労働時間短縮計画を実行していくためのPDCAサイクル実施のための助言

・ タスク・シフト/シェア、ICTの導入等に関する助言、研修、好事例紹介等

医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）による医療機関への支援
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いきいき働く医療機関サポートWeb（いきサポ）

■いきサポでは、医師の働き方改革等の制度解説や、勤務環境改善の取組好事例など、医療機関の勤務環境改善に必要な情報を集約

■都道府県や勤改センターのアドバイザー専用ページを設け、研修資料・動画などを掲載

いきサポ 検索

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
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２  事業の概要・スキーム

働き方改革推進支援助成金

令和８年度当初予算案  101億円（92億円）※（ ）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収

○

労働基準局労働条件政策課（内線5524）

コース名 成果目標 助成上限額※１、※２（補助率原則3/4（団体推進コースは定額））

業種別課題対応コース
（長時間労働等の課題を抱える業種等を支
援するため、労働時間の削減等に向けた環
境整備に取り組む中小企業事業主に助成）

建設事業 ①～⑥の
何れかを１つ以上

① 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減

② 所定外労働時間の削減

③ 年休の計画的付与制度の整備

④ 時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備

⑤ 新規に９時間（※）以上の勤務間インターバル

 制度を導入

  ※ 自動車運転の業務、医業に従事する医師は10時間以上

⑥ 所定休日の増加

⑦ 医師の働き方改革の推進

①：250万円（月80H超→月60H以下）等

②：100万円（10H以上）等

③：  25万円

④：  25万円

⑤：170万円（11H以上）等 ※自動車運転の業務、医業に従事する医師

150万円（11H以上）等 ※建設事業、砂糖製造業、その他

⑥：100万円（４週４休→４週８休）等

⑦：  50万円

自動車運転の業務
①～⑤の

何れかを１つ以上

医業に従事する医師
①～⑤又は⑦の

何れかを１つ以上

砂糖製造業
（鹿児島県・沖縄県に限る）

①～⑤の
何れかを１つ以上

その他長時間労働が
認められる業種

①～⑤の
何れかを１つ以上

労働時間短縮・年休促進支援コース
（労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中
小企業事業主に助成）

①～③の何れかを

１つ以上

① 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
② 年休の計画的付与制度の整備
③ 時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備

①：150万円（月80H超→月60H以下）等
②：  25万円
③：  25万円

勤務間インターバル導入コース
（勤務間インターバル制度を導入する中小企業事業主に対し助成）

新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入
勤務間インターバルの時間数に応じて、以下のとおり設定
・９～11H：100万円 ・11H以上：150万円

取引環境改善コース（仮称）
（荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取組を行う荷主等の集団に対し助成）

荷主等により構成される集団が、構成員である運送事業者の荷待ち・
荷役時間の短縮に効果を上げること

上限額：１00万円

団体推進コース
（傘下企業の生産性の向上に向けた取組を行う事業主団体に対し助成）

事業主団体が、傘下企業のうち１/2以上の企業について、その取組又
は取組結果を活用すること

上限額：500万円

○ 加算制度あり（※取引環境改善コース及び団体推進コースを除く）

<賃金引き上げ＞ 賃金を引き上げた労働者数及び企業規模に応じて、助成金の上限額に加算（３％以上：６万円～最大60万円、５％以上：24万円～最大480万円、７％以上：36万円～最大720万円）。

<割増賃金率引き上げ＞ ①割増賃金率を法定より５％以上引き上げた場合、助成金の上限額を25万円加算。

  ②１か月45時間超60時間以内の時間外労働に対する割増賃金率を50％以上に引き上げる等、一定の要件を満たした場合には、助成金の上限額を100万円加算。

○実施主体：都道府県労働局 ○令和６年度支給件数 4,283件

○ 助成対象となる取組（生産性向上等に向けた取組）：①就業規則の作成・変更、②労務管理担当者・労働者への研修（業務研修を含む）、③外部専門家によるコンサルティング、 ④労務管理用機器等の
導入・更新、⑤労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新、⑥人材確保に向けた取組

（取引環境改善コースは、①好事例の周知、普及啓発、②セミナーの開催、③巡回指導、相談窓口の設定、④労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新 等）
（団体推進コースは、①市場調査、②新ビジネスモデルの開発、実験、③好事例の周知、普及啓発、④セミナーの開催、⑤巡回指導、相談窓口の設置 等）

※ 成果目標の達成状況に基づき、各助成上限額を算出するものであるが、選択する成果目標によってその助成上限額（最大値）が異なる。

○ 生産性向上に向けた設備投資等の取組に係る費用を助成し、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援。
○ 建設業、自動車運転者、医師等のほか、｢過労死等の防止のための対策に関する大綱｣で指摘される情報通信業や宿泊業等も含め、特に時間外労働が長い

業種等に対しては引き続き手厚い支援を実施。

１  事業の目的
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センター
本部

北海道

センター

○○県

センター

○○県

センター

沖縄県

センター

２  事業の概要・スキーム、実施主体等

１  事業の目的

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

令和８年度当初予算案 30億円（30億円）※（）内は前年度当初予算額。

雇用環境・均等局有期・短時間労働課
（内線5275）

労働基準局労働条件政策課（内線5524）

中小企業・小規模事業者等が働き方改革の意義を十分に理解し着実に実施することが必要であるため、センター本部及び47都道府県センターから成る

「働き方改革推進支援センター」を設置し、

○ 労務管理等の専門家による、働き方改革全般に関する窓口相談や、企業訪問やオンラインによるコンサルティングの実施

○ 企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施

○ 働き方改革全般に係る周知啓発及び総合的な情報発信

などの支援を行う。

実施主体：国から民間業者へ委託 事業実績（令和６年度）：窓口等における個別相談件数 約37,000件、コンサルティングによる相談件数 約33,000件

・来所、電話、メールによる相談

…

商工団体・業種別団体等

・商工団体等と連携した、
中小企業等に対するセミナー
の開催

中小企業等

働き方改革推進支援センター
・サイト等の運営による周知啓発、
総合的な情報発信

・専門家研修の実施（職務分析・職
務評価等）

・中小企業等の求めに応じ、訪問・
オンラインコンサルティング等の
伴走型支援を実施

・セミナーの実施

47都道府県センター

労働特会 子子特会 一般
会計労災 雇用 徴収 育休

1/2 1/2

＜取扱いテーマ例＞ 
長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引上げ、
様々な労働時間制度の運用、人手不足解消に向けた雇用管理改善、その他ジョブ
型人事指針など雇用・労働関係
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３ 労災保険制度の見直しについて
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労働者災害補償保険制度の概要

○ 労働者災害補償保険法により、原則として労働者を使用するすべての事業に適用する。
・ 国家公務員、地方公務員（現業の非常勤を除く。）
・ 農業、林業、水産業のうち一定の要件に当てはまる事業（暫定任意適用事業）

※ 中小事業主、一人親方、フリーランス等の労働者以外の者についても、特別加入制度により任意加入が可能。

○ 主な保険給付は、療養（補償）等給付、休業（補償）等給付、障害（補償）等給付、遺族（補償）等給付等がある。

また、労災保険の附帯事業として社会復帰促進等事業があり、被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要
な事業や、労働者の安全と衛生の確保などのために必要な事業等を行う。

○ 原則として事業主の負担する保険料によって賄われ、労働保険特別会計労災勘定によって経理。

概要・仕組み

対象外

災害補償責任

（必要な療養等）

労働者等

政府

（労災保険）

保険給付等

労災保険給付により免責

事業主
保険料納付

事業主
労働者

労災保険法 労働基準法

○ 労災保険は、労働者の業務災害、複数業務要因災害（※）及び通勤災害に対して迅速かつ公正な保護をするために保
険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確
保等を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている。
※ 複数業務要因災害とは、複数事業労働者（傷病等が生じた時点において、事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者を
いう。）の２以上の事業の業務を要因とする傷病等のことをいう。

○ 労働者の業務災害については、使用者は労働基準法に基づく災害補償責任を負っているが、同法の災害補償に相当する労
災保険給付が行われる場合には、この責任は免除され、労災保険が実質的に事業主の災害補償責任を担保する役割を果た
している。

趣旨・目的
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労災保険制度の見直しについて（概要）
【令和８年１月 1 4日労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会報告】

（１）暫定任意適用事業について

○ 暫定任意適用事業は廃止し、労災保険法を順次、強制適用することが適当。強制適用に当たっては、零細な事業主の事務負担
の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討するとともに、円滑な施行に必要な期間を設けることが適当。

（２）特別加入制度について

○ 特別加入団体の保険関係の承認や消滅の要件を法令上に明記することが適当。具体的な承認要件の内容は、災害防止に関
わる役割や実施すべき措置事項その他当該団体の業務の適切な運営に資する事項（団体等の性格、事務処理体制、財政基盤
に関する事項等）とすることが適当。

○ 保険関係の消滅に当たっては、段階的な手続を設けるとともに、消滅させる時期に配慮することが適当。

○ 労働基準法が適用されておらず、現在、労災保険法の特別加入対象でない事業等について、特別加入の対象を拡大し、労災
保険法を適用することについて随時検討することが適当。

（３）家事使用人について

○ 災害補償責任も含め労働基準法が家事使用人に適用されることになった場合には、労災保険法を強制適用することが適当。強
制適用に当たっては、保険関係成立の届出や保険料の納付のような運用面の課題について、対応を検討することが適当。

１ 適用関係

（１）遺族（補償）等年金について

○ 遺族（補償）等年金における夫と妻の支給要件の差は解消することが適当。解消するに当たっては、夫にのみ課せられた支給
要件を撤廃することが適当。

○ 石綿健康被害救済法における特別遺族年金についても同様に、夫と妻の支給要件の差を解消し、夫にのみ課せられた支給要
件を撤廃することが適当。

○ 特別加算を廃止し、遺族１人の場合における給付基礎日額を175日分とすることが適当。

（２）消滅時効について

○ 労災保険給付請求権のうち、消滅時効期間が２年である給付について、発症後の迅速な保険給付請求が困難な場合があると
考えられる疾病を原因として請求する場合には、消滅時効期間を５年に延長することとし、まずは、脳・心臓疾患、精神疾患、石
綿関連疾病等について、対象とすることが適当。

○ 労働基準法の災害補償請求権についても、労災保険給付請求権と同様に、消滅時効期間を延長することが適当。

○ 労災保険制度の不知や手続の失念等により時効期間を徒過して請求された事案も存在することから、周知を工夫することや運
用を改善することが適当。

２ 給付関係
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労災保険制度の見直しについて（概要）
【令和８年１月 1 4日労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会報告】

（３）社会復帰促進等事業について

○ 社会復帰促進等事業として実施されている給付について、処分性を認め、審査請求や取消訴訟の対象とすることが適当。

○ 労働者等に対する給付的な社会復帰促進等事業に対する不服申立てについては、保険給付と同様に労働保険審査官及び労
働保険審査会法の対象とすることが適当。

（４）遅発性疾病に係る労災保険給付の給付基礎日額について

○ 有害業務に従事した最後の事業場を離職した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合における給付基
礎日額の算定に当たっては、疾病の発症時の賃金が、疾病発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職した日以前
３か月間の賃金を基礎として現行の取扱いに則り算定した平均賃金より高くなる場合は、発症時賃金を用いることが適当。

２ 給付関係

（１）メリット制について

○ メリット制を存続させ適切に運用することが適当であるが、継続的にその効果等の検証を行うことが適当。

○ メリット制が、労災かくし及び労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いに繋がるといっ
た懸念について、その実態を把握し、その結果に基づき必要な検討を行うことが適当。

（２）労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題について

○ 事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定（不支給決定）の事実を、同一災害に対する給
付種別ごとの初回に限り、労働保険の年度更新手続を電子申請で行っている事業主（原則として、当該災害に係る災害防止措置
を講ずべきと考えられる事業主のみ）に対して情報提供することが適当。

○ 提供する情報は、支給決定等の有無、処分決定年月日、処分者名、処分名及び被災労働者名とすることが適当。

○ 事業主が自ら負担する保険料が増減した理由を把握できるようにする観点から、メリット制の適用を受け、労働保険の年度更新
手続を電子申請で行っている事業主に対して、メリット収支率の算定の基礎となった労災保険給付に関する情報を提供すること
が適当。

○ 提供する情報は、当該事業場のメリット収支率に反映された保険給付等に係る当該メリット算入期間における保険給付、特別支
給金及び特別遺族給付金の合計金額とすることが適当。

○ 実態把握の結果に基づき、事業主に対する支給決定等に関する情報及びメリット基礎情報の提供の在り方について、必要な検
討を行うことが適当。

※ 労働者代表委員から、労災保険給付に関する情報の有無にかかわらず自事業場で業務災害が生じた際に早期の災害防止に取り組むことは事業主として当然の責務で
あること等からすれば、事業主への情報提供は認めるべきではないとの意見があった。また、使用者代表委員から、支給決定等の事実や理由等を早期に知り、労使一体で
取り組むことが、業務災害防止には効果的なこと等からすれば、事業主に、請求人と同時に同じ情報を提供し、請求人へと同様に決定理由も提供すべきとの意見があった。

３ 徴収関係
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参考資料
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労働者災害補償保険制度の概要

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

686,513人 687,455人 653,355人 678,604人 777,426人 781, 432人

労災保険適用労働者

（特別加入含む）

約6,202万人
（令和５年度末）

労災保険適用事業

約297万事業場
（令和５年度末）

保険料収入

9,141億円
（令和５年度決算）

保険料収納率

99.1％
（令和５年度）

保険給付等

8,062億円
（令和５年度決算）

社会復帰促進等事業

755億円
（令和５年度決算）

新規受給者数

781,432人
（令和５年度）

年金受給者数

184,434人
（令和５年度末）

義肢・車椅子等の支給

（対労働者）

業務災害の防止に
関する活動援助

（対事業主）

政府

基本データ

（労災保険新規受給者の推移）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

602,927人 619,599人 618,149人 626,526人 650,534人

令和５年度の労災保険給付の新規受給者数は781,432人であり、前年度に比べ4,006人の増加（0.5％増）と

なっている。

預託金利子収入

980億円
（令和５年度決算）
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障害を残し症状固定
１年６か月経過

（一定の障害が残存）

労災保険給付の概要

業務や通勤に起因する負傷、疾病等に対してなされる主な労災保険給付は以下のとおり。

労働災害発生

①療養（補償）等給付 ②休業（補償）等給付

③障害（補償）等給付

④傷病（補償）等年金

⑤遺族（補償）等給付 ⑥葬祭料等（葬祭給付）

被災労働者が傷病を受けたことについて、

必要な療養の給付又は必要な療養の費用の

支給を行う。

傷病の治癒後において、身体に労働能力の

全部又は一部を喪失するような障害を残し、

将来に向かって収入を得られなくなったこ

とによる損害を填補するものとして、年金

又は一時金の支給を行う。

傷病の治療のために労働することができず、

そのために収入を得られなかったことによ

る日々の損害を填補するものとして、平均

賃金の６割に相当する金額の支給を行う。

傷病が一定の障害の状態にあり、その結果労働能

力を喪失したことによる損害を填補するものとし

て、障害の程度に応じた年金の支給を行う。

不幸にして亡くなられた場合

被災労働者が死亡したために将来に向かってその者から扶養を

受けられなくなったことによる損害を填補するものとして、遺

族に対し年金又は一時金の支給を行う。

死亡した労働者の葬祭を行った者に給付を行う。

その他の保険給付

⑧二次健康診断等給付

過労死防止対策の一環として、定期健康診断において脳・心

臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見があると認められ

た場合に、二次健康診断及び特定保健指導の給付を行う。

治療が必要
治療のため休業

が必要

障害を残し症状固定

⑦介護（補償）等給付

傷病により一定の障害を負って介護を要する状態となった

労働者に対して、介護に要した費用を支給する。

※業務災害については療養補償給付等、通勤災害については療養給付等が給付される。
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４ 労働安全衛生対策について
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）の概要

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場の
メンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害
防止の推進等の措置を講ずる。

１．個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】

既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
① 注文者等が講ずべき措置（個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など）を定め、併せてILO第155号条

約（職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約）の履行に必要な整備を行う。
② 個人事業者等自身が講ずべき措置（安全衛生教育の受講等）や業務上災害の報告制度等を定める。

２．職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】

  ○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

３．化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】

① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。

なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。
③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。

４．機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】

① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部（設計審査）や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。
② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。

５．高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】

○ 高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。 等

令和８年４月１日（ただし、１①の一部は公布日、４②は令和８年１月１日、３③は令和８年10月１日、１②の一部は令和９年１月１日、
１①及び②の一部は令和９年４月１日、 ２は公布後３年以内に政令で定める日、 ３①は公布後５年以内に政令で定める日）

改正の趣旨

施行期日

改正の概要

このほか、平成26年改正法において改正を行った労働安全衛生法第53条について、規定の修正を行う。
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介護施設等における労働災害等の状況①

介護施設を含む社会福祉施設（以下「介護施設等」という。）における労働災害は著しく増加しており、その
要因としては、介護サービスの需要増大を背景として労働者数が増大していることが挙げられる。近年労働災
害の発生率も増大しており、労働災害の発生率は工業的業種である製造業と比べても高くなっている。

業種別の休業４日以上の労働災害の推移

全産業

製造業

建設業

陸上貨物運送業

小売業
社会福祉施設

（介護施設を含む）

飲食店

データ出所：労働者死傷病報告 ※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く

データ出所：労働力調査（総務省）（年齢階級、産業別雇用者数）における

年齢別雇用者数（役員を含む）
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労働災害の発生率
(死傷年千人率）

データ出所：労働者死傷病報告（令和６年）
※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く
労働力調査（年次 2024年 Ⅱ-Ⅰ表 役員を除く雇用者）

H27 H27 H27
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腰痛や転倒による労働災害の発生率が高くなっている。また、このような業界では事業者の義務となっている
雇入れ時の安全衛生教育の実施率が低調である。
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その他の事故の型

はさまれ、巻き込まれ

墜落、転落

動作の反動、無理な動作（腰痛等）

転倒による骨折等

介護施設等における休業４日以上の労働災害の推移 介護施設等における腰痛・転倒による労働災害の発生率
（令和６年）

データ出所：労働者死傷病報告（令和６年）
※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く
労働力調査（年次 2024年 Ⅱ-Ⅰ表 役員を除く雇用者）

データ出所：労働者死傷病報告 ※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く

発生率＝労働者1000人あたりの労働災害発生件数

介護施設等における労働災害等の状況②

雇入れ時教育の実施率

データ出所：令和６年労働安全衛生調査
（実態調査）事業所票 第16表

医療・福祉業(介護施設を含む) ：42.0％
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介護施設等における労働災害防止対策の推進（お願い）

事業者に対する指導監督等の機会を通じ、労働災害防止のための資料の周知等に御協力いただきたい。

・労働者の腰痛の予防や転倒による骨折等の防止のためのリーフレット等

・新規就労者に対する雇入れ時の安全衛生教育の実施促進のための支援ツール等（中央労働災害防止協会：

https://www.jisha.or.jp/info/field/oshms/about06.html）

【安全衛生教育の動画教材】【労働者の転倒による骨折等の防止】【腰痛等の予防】

URL：

https://www.jniosh.joh

as.go.jp/publication/h

oukoku/careworker_ch

eckpoint.pdf

URL：

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak

unitsuite/bunya/0000111055.html

管理者（施設長等）向け

の動画もあります。

労働者の雇入れ時教育

動画はこちらから
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労働施策総合推進法の改正（治療と就業の両立支援の努力義務化）

○ 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を
課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備。

→ 現在、「治療と仕事の両立支援ガイドライン」により事業主に次のような取組を求めており、これを参考に指針を策定。

【環境整備】
・事業者による基本方針等の表明と労働者への周知
・研修等による両立支援に関する意識啓発
・相談窓口等の明確化
・両立支援に関する休暇制度・勤務制度等の整備 等

 （例）時間単位の有給休暇、病気休暇、時差出勤、テレワーク、短時間勤務等

・ 高齢者の就労の増加や、医療技術の進歩等を背景に、病気を治療しながら仕事をする労働者は
年々増加しており、今後も一層の増加が見込まれている。

⇒ 「治療と仕事の両立支援ガイドライン」による事業主の取組の更なる促進を図る。

改正の趣旨

見直し内容

【個別の両立支援】
 主治医や産業医等の意見を踏まえた具体的な両立支援策
 の検討・実施
・就業上の措置（避けるべき作業、時間外労働の可否、出張の可否等）

・治療への配慮（通院時間の確保、休憩場所の確保等）

• 労働施策総合推進法等の一部を改正する法律（令和7年法律第63号）により、事業主に対し、治療と仕事の両立支援の取組を
努力義務化。（施行期日：令和８年４月１日）

37



対象労働者： 雇用形態に関わらず全ての労働者
対 象 疾 病： 反復・継続した治療が必要と医師が判断した疾病（国際疾病分類に基づく。負傷を含む。）

治療と就業の両立支援指針案（概要）

労働施策総合推進法第27条の３第２項に基づき、事業主による、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するための
措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めるもの

趣旨

対象

両立支援のための環境整備 両立支援に当たっての留意事項

〇 労働者との十分な話し合い、上司・同僚等の十分な理解

〇 個人情報の保護

◼ 事業主による基本方針の表明・労働者への周知

◼ 研修等を通じたすべての労働者及び管理職への意識啓発

◼ 相談窓口の明確化

◼ 休暇制度・勤務制度の整備

（例：時間単位の有給休暇、病気休暇、時差出勤、テレワーク、短時間勤務 等）

◼ 社内の支援体制の整備

◼ 事業場内外の連携

労働者 主治医事業場

❶ 勤務情報提供書

➋ 主治医意見書

⓪ 両立支援の申出

（人事）（産業医等）

就業継続の可否
や就業上の措置
等について、主
治医意見書を基
に、産業医等の
意見を踏まえ、
労働者と十分話
し合った上で、
事業主が最終的
に決定、実施。

様式例
「勤務情報
提供書」

様式例
「主治医意見書」

様式例
「両立支援
プラン」

❸ 両立支援プ
 ランの作成

勤務情報提供書の
作成支援

主治医意見書の提出

両立支援の進め方

〇 労働者による申出、主治医から提供された情報の提出

〇 事業主による両立支援プランの作成

〇 職場復帰支援

本人記載欄
（勤務情報）

様式例
「両立支援
カード」

医師記載欄
（意見書）

【関係者間の連携した両立支援の進め方】
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「地域両立支援推進チーム」による地域の取組の推進

各都道府県労働局に「地域両立支援推進チーム」を設置して（平成29年度～）、治療と

仕事の両立支援に関わる地域の関係者のネットワークを構築し、互いの取組の連携を図

ることを目的に活動

地域両立支援推進チーム

○都道府県労働局（事務局）

○都道府県（厚生部局・商工労働部局）

○使用者団体 ○労働組合 ○医師会

○地域の医療機関（がん拠点、労災病院 等）

○都道府県産業保健総合支援センター ○その他支援機関（社労士会 等）

各機関の両立支援に関する支援策等の共有、連携した周知

企業・医療機関等への周知啓発

地域における好事例の収集 等
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５ 過労死等防止対策の推進について
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過労死等の防止のための対策について

２．地方公共団体が取り組む重点対策（大綱の第４の１）

⚫過労死等の防止のための対策は、過労死等防止対策推進法（平成26年法律第100号）及び法に基づき定めた「過労
死等の防止のための対策に関する大綱」（以下「大綱」という。）により推進している。大綱は、おおむね３年を目
途に、必要があると認めるときに見直しを行うとされており、直近では令和6年8月2日付けで変更（閣議決定）した。

＜過労死等の防止のための対策＞

⚫ 大綱には、過労死等防止対策推進法第8条から第11条までに規定された四つの対策を主に記載。

実施主体：国 実施主体：国・地方公共団体

⚫   国が行う対策に協力するとともに、この対策を参考に、地域の産業の特性等の実情に応じて取組を進めるよう努める。対策に取り組
むに当たっては、国と連携して地域における各主体との協力・連携に努める。

⚫   地方公務員を任用する立場からの対策を推進し、それぞれの職種の職務の実態を踏まえた対策を講ずるよう努める。

１．大綱で定める対策

調査研究等
（同法第8条）

啓発
（同法第9条）

相談体制の整備等
（同法第10条）

民間団体の活動に対する支援
（同法第11条）

◯ 啓発

◯ 相談体制の整備等

◯ 民間団体の活動に対する支援

➢  「過労死等防止対策推進シンポジウム」等への協力・後援等の支援を行うよう努める。

➢  国等が設置する相談窓口との連携に努める。

➢  住民が過労死等に対する理解を深めるとともに、その防止の重要性を自覚し、関心と理解を深めるため、住民に
対する啓発を行うよう努める。

➢  若年者に対する労働条件に関する知識の付与について、国と協働して、大学等での啓発とともに、中学校・高等
学校等において、生徒に対して労働に関する指導の充実に努める。

➢  地域の産業構造や労働時間等の実態に合わせて、企業等に対する啓発を行うとともに、年次有給休暇の取得促進
について、地域のイベント等に合わせた計画的な取得を働きかけるとともに、地域全体の気運の醸成に努める。

➢  過重労働による健康障害の防止、職場におけるメンタルヘルス対策、ハラスメントの予防について、
国と協働して、周知・啓発を行うよう努める。

令和７年ポスター
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３．大綱の数値目標

○ 過労死をゼロとすることを目指し、労働時間、勤務間インターバル制度、年次有給休暇及びメンタルヘルス対策につい
 て、数値目標を設定する。

○   公務員についても、目標の趣旨を踏まえ、各職種の勤務実態に応じた実効ある取組を推進する。

１ 週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を５％以下（令和10年まで）
特に、重点業種等のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合が高いものについて重点的に取組を推進する。

２ 勤務間インターバル制度（令和10年まで）
① 労働者数30人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を５％未満
② 労働者数30人以上の企業のうち、制度を導入している企業割合を15％以上
 特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。

３ 年次有給休暇の取得率を70％以上（令和10年まで）

４ メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80％以上（令和９年まで）

５ 労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を50％以上（令和９年まで）

６ 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を50％未満（令和９年まで）
なお、前大綱の数値目標であった「仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働

者割合」についても継続的に注視する。
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６ スポットワークについて
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７ 建設アスベスト給付金制度について
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８ 都道府県労働委員会の委員の任命について
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中央労働委員会 都道府県労働委員会

所管 国（厚生労働省の外局） 都道府県（自治事務）

主な所掌事務

・２以上の都道府県にわたり又は全国的に重要な問題
に係る労働争議の調整や、全国的に重要な不当労働
行為事件の審査

・都道府県労委の救済命令等の再審査

・各都道府県の区域内に関わる不当労働行為事件の審査
や労働争議の調整

委員の任期 ２年 ２年

委員の人数 公労使 各１５名
公労使 各５～１３名

（条例で各２名の増員が可能）

身分
・非常勤の国家公務員

※公益委員の２名は常勤とすることができる

・非常勤の地方公務員

※条例で公益委員２名以内は常勤とすることができる

任命権者 内閣総理大臣 都道府県知事

〇 労使紛争は、労使当事者がお互いに誠意を持って話し合い、自主的に解決することが望ましいが、実際には労使当事者だけでは解決しないことがあるた
め、労使紛争の解決に当たる公平な第三者機関として、労働委員会が設けられている。

〇 労働委員会は公益・労働者・使用者のそれぞれを代表する委員から成る、三者構成の委員会。

〇 各都道府県の機関として「都道府県労働委員会」が、国の機関として「中央労働委員会」が設けられている。いずれの労働委員会も、労働組合法及び労
働関係調整法に定められた権限を、国や都道府県から独立して行うものとされている。

労働委員会制度の概要

〔１〕 不当労働行為がなされたか否か審査すること（必要に応じて救済命令等を発する）

〔２〕 労働争議の解決のため、「あっせん」、「調停」または「仲裁」を行うこと

主な職務

労働委員会について
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都道府県労働委員会の委員の任命について

● 昭和24年７月29日付け発労第54号「地方労働委員会の委員の任命手続について」において、以下のとおり、

都道府県労働委員会の委員の任命に当たって留意すべき点等が示されている。

昭和24年通知より抜粋

一 労働委員会が三者構成の合議体である性格に鑑み、労働委員会委員はすべてこれが運営に理解と実行力を有し、か

つ申立人の申立内容等をよく聴取し、判断して、関係者を説得し得るものであり、自由にして建設的な組合運動の推

薦に協力し得る適格者であること。

二 労働者委員については特に次の点に留意すること。

１ 貴管下総べての組合が積極的に推薦に参加するよう努めるとともに、推薦に当つては、なるべく一組合から委員

定数の倍数を推薦せしめるよう配慮すること。

２ 委員の選考に当つては、産別、総同盟、中立等系統別の組合数及び組合員数に比例させるとともに貴管下の産業

分野、場合によつては地域別等を充分考慮すること。なお委員についてはなるべく所属組合をもつものであるよう

留意するとともに労働組合法第二条但し書第一号の規定に該当しない者であること。

三 使用者委員については、貴管下の系統別、産業分野等を充分考慮すること。

四 公益委員については、準司法的機能を果す点から特に専門別(法律、経済等)を充分考慮の上、政党政派に偏せず、

その主義主張において真に中正な人物を選ぶこと。
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９ 各施策の照会先一覧
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労働基準局 施策照会先一覧 （厚生労働省代表電話 ０３－５２５３－１１１１）

施策事項（資料ページ） 所管課室 担当係 担当者 内線

最低賃金の引上げについて(P３) 賃金課 政策係 大宮、足立、折茂 5373

働き方改革に関する対応について(P13) 労働条件政策課 企画係 下田、多田隈、桝田 5664

労災保険制度の見直しについて(P25) 労災管理課 企画法令係 川田、藤吉、濱田、宮 5209

労働安全衛生法等の改正について(P33) 安全衛生部計画課 企画係 江原 5408

介護施設等における労働災害( 高年齢
労働者の労働災害防止対策の努力義務
化を踏まえた対応)(P34)

安全衛生部安全課 サービス産業・マネジメント班 立石 5488

治療と仕事の両立支援の努力義務化
(P37)

安全衛生部労働衛生課
メンタルヘルス対策・治療と仕事
の両立支援推進室
両立支援係

阪井 5578

過労死等防止対策の推進について(P40) 総務課 過労死等防止対策推進室 清水、阿部 5526

スポットワークについて(P43) 監督課 企画係 新井、吉村、武藤 5423

建設アスベスト給付金制度について
(P52)

労災管理課
建設石綿給付金認定等業務室
給付金管理係

木全 #72-339

都道府県労働委員会の委員の任命につ
いて(P55)

労働関係法課 法規係 津田、辻 5200
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